
静岡県へき
、、
地手当支給規則及び静岡県立高等学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月29日

静岡県教育委員会教育長 池 上 重 弘

静岡県教育委員会規則第１号

静岡県へき
、、
地手当支給規則及び静岡県立高等学校学則の一部を改正する規則

（静岡県へき
、、
地手当支給規則の一部改正）

第１条 静岡県へき
、、
地手当支給規則（昭和45年静岡県教育委員会規則第10号）の一部を次のように改正す

る。

改正前 改正後

別表第１ 別表第１

所在地 学校・共同

調理場名

級別区分 所在地 学校・共同

調理場名

級別区分

小学校 （略） 小学校 （略）

（略）

賀茂郡西

伊豆町宇

久須836の

２

島田市伊

久美3690

の１

榛原郡川

根本町千

頭1236の

６

（略）

賀茂小学校

伊久美小学

校

本川根小学

校

（略） （略）

賀茂郡西

伊豆町宇

久須836の

２

（略）

賀茂小学校

（略）

中学校 （略） 中学校 （略）

（略）

賀茂郡西

伊豆町宇

久須862の

６

榛原郡川

根本町田

代530

（略）

西伊豆中学

校

本川根中学

校

（略） （略）

賀茂郡西

伊豆町宇

久須862の

６

（略）

西伊豆中学

校

（略）



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

（静岡県立高等学校学則の一部改正）

第２条 静岡県立高等学校学則（昭和28年静岡県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

共同調

理場

賀茂郡西

伊豆町宇

久須 836

の２

西伊豆町立

賀茂給食セ

ンター

１級 義務教

育学校

榛原郡川

根本町千

頭1236の

６

光の森学園 １級

別表第２ 別表第２

所在地 学校・共同調理

場名

所在地 学校・共同調理

場名

小学校 下田市大賀茂14

29

榛原郡川根本町

上長尾1000

大賀茂小学校

三ツ星小学校

小学校 下田市大賀茂14

29

大賀茂小学校

中学校 榛原郡川根本町

上長尾744

中川根中学校 義務教

育学校

榛原郡川根本町

上長尾1000

三ツ星学園

別表第３ 別表第３

所在地 学校・共同調理

場名

所在地 学校・共同調理

場名

小学校 （略） （略） 小学校 （略） （略）

賀茂郡西伊豆町

仁科184

賀茂郡西伊豆町

田子1320

仁科小学校

田子小学校

賀茂郡西伊豆町

仁科184

仁科小学校

中学校 （略） 中学校 （略）

（略） （略）

改正前 改正後

（中学校との一貫性に配慮した教育）

第１条の３ 次の表の上欄に掲げる高等学校

（以下「連携型高等学校」という。）において

は、学校教育法施行規則（昭和22年文部省令

第11号。以下「施行規則」という。）第87条第

１項の規定に基づき、同表の下欄に掲げる中

学校（以下「連携型中学校」という。）におけ

る教育との一貫性に配慮した教育を施すもの

とする。

（中学校との一貫性に配慮した教育）

第１条の３ 次の表の上欄に掲げる高等学校

（以下「連携型高等学校」という。）において

は、学校教育法施行規則（昭和22年文部省令

第11号。以下「施行規則」という。）第87条第

１項の規定に基づき、同表の下欄に掲げる中

学校（以下「連携型中学校」という。）におけ

る教育との一貫性に配慮した教育を施すもの

とする。

高等学

校名

（略） 静岡県立川

根高等学校

（略） 高等学

校名

（略） 静岡県立川

根高等学校

（略）



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

中学校

名

（略） 島田市立川

根中学校

川根本町立

中川根中学

校

川根本町立

本川根中学

校

（略） 中学校

名

（略） 島田市立川

根中学校

（略）


